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サイバードグループでモバイルメディア事業を手掛ける株式会社エスクルー（代表取締

役：小林理 以下エスクルー）は、当社でサービス提供中の 3D・MMORPG『ルナティアプラ

ス』の一般向けアバターコンテストを 2013 年 3月 19 日（火）より開催いたします。 

 

 

 
 

■誰でも応募可能！あなたのデザインがアバターとして実装！ 

 

エスクルーでは『ルナティアプラス』で新しく制作されるアバターデザインを募集す

るコンテストを開催いたします。 

 

『ルナティアプラス』内でキャラが装着するアバターは「服」「頭」「顔」「背中」「腰」

と種類も豊富。季節ならではのアイテムや 1 年通して着られるものなど、アイディアは

無限大！ 

応募者の中らからグランプリに選ばれるとなんと実際に『ルナティアプラス』でアバ

ターとして実装されます。 

 

年齢・男女・プロアマ不問、どなたでも応募可能です。あなたのアイディアで『ルナ

ティアプラス』のキャラクターたちを盛り上げませんか。 

たくさんのご応募お待ちしております！ 

 

 

 

 

 

『ルナティアプラス』のアバターをデザインしよう！ 

～アバターコンテスト開催決定！～ 



 

 

 

■応募要項 

 

【応募期間】 

（１）デザイン応募期間 2013 年 3 月 19 日～4月 18 日 23：59 迄 

（２）一次選考：2013 年 4 月 22 日～4月 26 日 

  全応募作品を対象に一次選考を行います。 

  「ノミネート審査」では、応募者から応募の際に提出された情報をもとに 

審査を行います。 

（３）ユーザー投票 2013 年 5 月 14 日～5月 21 日（予定） 

  一次選考を通過した応募作品について、投票を行います。 

（４）結果発表 2013 年 6 月 4日（予定） 

 公式 web サイト上において、結果発表を行います。 

 

【応募方法】 

応募規約に同意の上、公式サイト内特設ページの「応募フォーム」より作品を投稿し

てください。 

 

【各賞について】 

 グランプリ(1名)  応募して頂いたアバターの実装、特別アイテム(※) 

準グランプリ(1名)  応募して頂いたアバターの実装、特別アイテム(※) 

GM 賞(3 名)  特別アイテム(※) 

参加賞(応募者全員)  特別アイテム(※) 

※特別アイテムについては、後日お知らせにて発表いたします 

 

【応募作品、応募方法および応募条件等について】 

１．本コンテストに応募していただく作品（以下「応募作品」といいます）は、 

応募者のみに著作権等の知的財産権が帰属する作品に限ります。 

（他人や他社の作品からの盗用は絶対におやめください。デザインの盗用や模像が確

認された場合、授賞対象外とさせていただきます。また、第三者との紛争が発生した

場合、すべての責任を応募者が負うものとします） 

２．コンテスト規約にご同意の上、容量 4MB 以下、jpg,gif,png の形式で応募フォーム

より、作品を投稿してください。 

３．応募は一回の投稿につき一作品のみでお願いします。種族は全種族受け付けます。

なお、各種族毎に形態が違う作品でも構いません。 

また、コメント欄には作品の設定や希望の性能、制作コンセプトなどをご記入くださ

い。 

４．応募作品は、応募時点で未公開であることが必要であり、当社が応募作品を発表

するにあたり、第三者の権利を侵害しないものに限ります。 

５．応募作品の受賞有無に関わらず、応募作品名、応募作品の情報、詳細、応募者の

氏名等を、本コンテストの Web ページ、リリースなどで公開することがあります。 

６．コンテスト優秀賞受賞作品以外の作品もルナティアプラスへ実装される場合があ

りますがその場合に賞品の授与などはございません。あらかじめご了承ください。 

 



 

 

 

 

 
 

＜応募作品等の権利について＞ 

１．応募作品の全世界における著作権(著作権法第 27 条、第 28条に規定される権利を

含む)および知的財産権等の一切の権利は、株式会社エスクルーに帰属するものとしま

す。 

また、応募者は、当社または当社が指定する第三者に対して著作者人格権を 

行使しないものとします。 

２．当社は、グランプリおよび準グランプリの受賞作品を実装するにあたり、 

名称、デザインまたは性能等を変更することができるものとします。 

 

＜参考＞ 

◆著作権法 第 27 条 (翻訳権、翻案権等) 

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、 

映画化し、その他翻案する権利を専有する。 

◆著作権法 第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、 

この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利

を専有する。 

 

その他、応募に関する詳細については公式サイト内特設ページをご覧ください。たく

さんのご応募おまちしております。 

 



 

 

 

 

【応募画像イメージ】 

 
 

 

■ルナティアプラス アクセス方法 

http://lunatiaplus.gameheart.jp/re/?i=p001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ エスクルーについて（サイバードグループ） 

 会 社 名： 株式会社エスクルー（http://www.s-crew.co.jp/） 

 本  社： 東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山  

 代 表 者： 代表取締役社長 小林 理 

 設  立： 1999 年 10 月 20 日 

事業内容： モバイルを中心としたメディア（EC サイト・各種コンテンツ 等）

の企画・構築・運営、および BtoB・BtoC に対応した広告事業の企

画・構築・運営／システムやソフトウェアの設計・開発など、モバ

イル事業における各種関連サービスの提供 

 

 

 

 

 

 

＊エスクルー及び「S-CREW」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。 

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

 

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞ 

株式会社サイバード 広報 高谷 

TEL: (03)6746-3111 E-Mail： press@cybird.co.jp 
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